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 あ行あ 

悪臭物質 

悪臭は典型 7 公害のうちで最も複雑なものといわれる感覚公害である。したがって悪臭物

質の種類も人によってまちまちで一定の基準を決めるのは容易でない。特有のにおいを持つ

化学物質は 40万にも達するといわれるが、化学的に見ると窒素と硫黄の化合物と高級脂肪酸

が多い。悪臭防止法では「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質」

として 22種類の化学物質を特定悪臭物質として規制している。（出典 3） 

 

硫黄酸化物（SOx） 

硫黄の酸化物の総称で、一酸化硫黄（SO）、三酸化二硫黄（S2O3）、二酸化硫黄（SO2）、

三酸化硫黄（SO3）、七酸化二硫黄（S2O7）、四酸化硫黄（SO4）などがある。ソックス・SOx

ともいう。 

石油や石炭などの化石燃料を燃焼するとき、あるいは黄鉄鉱や黄銅鉱のような硫化物鉱物

を培焼するときに排出される。大気汚染物質としての硫黄酸化物は、二酸化硫黄、三酸化硫

黄、及び三酸化硫黄が大気中の水分と結合して生じる硫酸ミストが主となる。硫黄酸化物は

水と反応すると強い酸性を示すため、酸性雨の原因になる。（出典 4） 

 

1時間値 

大気中の汚染物質の測定において、60分間試料吸引を続けて測定する場合の測定値。大気

環境基準では、二酸化硫黄（SO2）、一酸化炭素（CO）、二酸化窒素（NO2）、浮遊粒子状物

質は 1時間値の 1日平均値によることとしている。（出典 3） 

 

一般廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物のことをいい、日常生活に伴って生ずる生ごみ、粗大ごみ、し尿

等のほか、事業活動に伴い生ずる紙くず、木くず等の廃棄物のうち産業廃棄物に含まれない

ものをいう。（出典 3） 

 

  



影響要因 

一般的な事業の内容によって行われる対象事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因

（出典 2） 

 

エネルギー回収型 

可燃性の廃棄物を処理する際に、熱やその他のエネルギーを回収利用することをいう。大

別して二つのエネルギー回収方式があり、一つは廃棄物を焼却する時に発生する燃焼熱をボ

イラーなどで回収し、温水、蒸気、あるいは発電して電力として利用する直接回収型である。

もう一つは、廃棄物を加工・処理し、ガス・液体・固形燃料などの各種の燃焼に転換して回

収利用する燃焼回収方式である。（出典 7） 

 

塩化水素 

刺激を持つ無色の気体で、水によく溶ける。塩化水素が水に溶けたものを塩酸と呼ぶ。ガ

ス状塩化水素は粘膜を刺激し、結膜にも炎症を起こさせる。大気汚染防止法の有害物質及び

特定物質に定められている。（出典 3） 

 

温室効果ガス 

大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める

働きがある。これらのガスを温室効果ガスという。温室効果ガスにより地球の平均気温は約

15℃に保たれているが、仮にこのガスがないと-18℃になってしまう。産業革命以降、温室効

果ガスの大気中の濃度が人間活動により上昇し、「温室効果」が加速されている。97 年の第

三回気候変動枠組条約締約国会議（COP3）で採択された京都議定書では、地球温暖化防止

のため、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素のほか HFC 類、PFC 類、SF6が削減対象の温

室効果ガスと定められた。（出典 4） 

 

 

 か行あ 

環境影響評価 

事業（特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改

築をいう。）の実施が環境に及ぼす影響について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測

及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措

置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。 

（出典 1） 

 

  



環境基準 

環境基本法（1993）の第 16 条に基づいて、政府が定める環境保全行政上の目標。人の健

康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。 

政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準の

確保に務めなければならないとされている。これに基づき、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、

騒音などに関する環境基準を定めている。又、これら基準は、常に適切な科学的判断が加え

られ、必要な改定がなされなければならないと規定されている。 

なお、ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類対策特別措置法（1999）を根拠として、

大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染の環境基準が定められている。（出典 4） 

 

環境大気測定局 

大気の汚染状況や気象について 24時間観測を行っている測定局で、自動車排出ガス測定局

を含まない。大気汚染防止法第 22条により、都道府県知事は大気の汚染状況を常時監視する

よう定められている。（出典 3） 

 

環境要素 

一般的な事業の内容によって行われる対象事業に伴う環境影響を受けるおそれがあるとさ

れる環境の構成要素。（出典 2） 

 

規制基準 

法律または条令に基づいて定められた公害の原因となる行為を規制するための基準であり、

工場等はこの基準を守る義務が課せられている。大気汚染防止法では「排出基準」、水質汚濁

防止法では「排水基準」、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法では「規制基準」という用語

が用いられている。規制基準は、主に地域の環境基準を維持するために課せられる基準であ

る。（出典 3） 

 

距離減衰 

騒音源または振動源から離れるに従い、波面または振動の広がりによって音圧または振動

レベルが減少していくこと。発生源の大きさと形状などにより減衰の状況は異なる。騒音で

は、小さい音源（点音源）では距離が 2倍になると 6dB減少し、ベルトコンベアのように長

いもの（線音源）ではある距離（1/π：1 は音源の長さ）まで距離が 2 倍になると 3dB 減少

し、さらにある距離を離れると同様に 6dB減少する。面音源の場合は近傍ではほとんど減衰

がなく、多少離れると 3dB、さらに離れると 6dBの減少となる。（出典 3） 

 

景観 

景色、眺め、特に優れた景色。景観とは見る主体である人と、見られる対象である環境と

の視覚的関係であり、自然景観と文化景観に分けられる。（出典 3） 

 

 



K値規制 

大気汚染防止法（1968）に基づく固定発生源の硫黄酸化物排出規制における規制式に用い

られている値。同法は「硫黄酸化物の量について地域の区分ごとに排出口の高さに応じて定

める許容限度」（第 3条第 2項第一号）とし、同法施行規則はその許容限度を、q=K×10-3×

He2としている（施行規則第 3条第 1項）。この式にちなんだ呼称。式で、qは許容される硫

黄酸化物の排出量の限度（m3毎時）、Heは煙の上昇高さを加えた『有効煙突高さ（m）』（計

算方法は同法施行規則第 3条第 2項）。 

日本独特の規制方式で、煙突からの大気中での拡散を考慮して、地上への影響に着目して

排出量を規制するという考え方に基づく。煙突が低いほど、硫黄酸化物の排出量を少なくし

なければならないこととなる。（出典 4） 

 

建設工事に伴う副産物 

建設・土木工事現場で発生する各種廃棄物及び建物・工作物などの除去に伴って発生する

コンクリート、建材などの廃棄物の総称。（出典 3） 

 

公害 

人の事業や生活などに伴って生じる大気汚染、水質汚濁、騒音や悪臭などが、人の健康や

生活環境に被害を及ぼすこと。「環境基本法」においては「環境の保全上の支障のうち、事業

活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚

染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康または生活環境に係る被害が生じる

ことをいう」と定義されている。この七つの公害を通常「典型 7公害」という。（出典 3） 

 

光化学オキシダント 

工場や自動車排出ガスに含まれている窒素酸化物や炭化水素が、一定レベル以上の汚染の

下で紫外線による光化学反応を繰り返すことによって生じる酸化性物質(オゾン、パーオキシ

アセチルナイトレート、ヒドロキシペルオキシドなど)の総称である。光化学オキシダントの

高濃度発生は気温や風速、日射量などの気象条件の影響を受け、夏期の風の弱い日差しの強

い日に発生しやすい。オキシダントと同義で使われることがある。粘膜を刺激する性質を持

ち、植物を枯らすなどの被害を及ぼす。光化学オキシダントの高濃度汚染が起こるような状

態のことを光化学スモッグとよぶ。 

環境基準は 1 時間値 0.06ppm 以下（窒素酸化物の影響を除いたもの）、注意報基準は

0.12ppmで、警報基準は 0.4ppm。（出典 4） 

 

  



 

 さ行あ 

時間率騒音レベル 

騒音レベルがあるレベル以上の時間が実測時間の X〔％〕を占める場合、そのレベルを X

パーセント時間率騒音レベルという。量記号 Lx、単位記号は dBである。道路交通騒音のよ

うに時間とともに不規則、かつ、大幅に変動する騒音を表すときに広く用いられており、50％

時間率騒音レベル L50を中央値、5％時間率騒音レベル L5を 90％レンジの上端値、95％時間

率騒音レベル L95 を 90％レンジの下端値などといい、一般環境騒音の場合にその変動幅を

90％レンジで表し、L50（L95、L5）と表記する。（出典 3） 

 

自然公園 

自然公園とは、自然公園法（1957）に基づいて指定された国立公園、国定公園及び条例に

基づいて指定された都道府県立自然公園をいい、すぐれた自然の景勝地を保護するとともに、

その利用の増進を図り、国民の保険休養の場として役立てることを目的としている。日本の

自然公園は公園当局が土地を所有し、これを一体的に整備管理する、いわゆる営造物公園と

は異なり、土地の所有に関係なく、一定の素質条件を有する地域を公園として指定し、風致

景観の保護のため公用制限を行う、いわゆる地域性公園である。（出典 3） 

 

自然（緑地）環境保全地域 

自然環境保全法（1972）または都道府県自然環境保全条例に基づき、野生生物の生息地、

高山性植生、亜高山性植生、すぐれた天然林等のうち、自然環境を保全することが特に必要

な地域として指定された地域。自然環境保全地域は、特別地区（海域は海中特別地区）と普

通地区に分けられる。特別地区においては工作物の新築など自然環境の保全に支障をおよぼ

すおそれのある行為を行う際には許可が必要とされ、普通地区でも一定の行為については届

出が必要である。（出典 3） 

 

臭気指数 

臭気を感知しなくなるまで希釈した場合の希釈倍数の対数を 10 倍した値で、悪臭防止法

（1971）及び同法施行規則により定義されている。 

同法による発生源の規制は、法制定当初から『特定悪臭物質』の濃度により規制する方法

がとられてきたが、1995年改正により人の嗅覚を用いて判定する方法として、臭気指数規制

が追加して導入された。同法に基づく規制基準は、『臭気強度』2.5～3.5の範囲に相当する『特

定悪臭物質』の濃度の範囲で都道府県知事が規制地域と規制基準を定めることとされている

が、臭気指数に関する規制については、この臭気強度 2.5～3.5の範囲に相当する臭気指数と

して 10～21の範囲内と定められている。（出典 4） 

 

  



主要な眺望景観 

主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。（出典 2） 

 

主要な眺望点 

不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。（出典 2） 

 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。（出典 2） 

 

重要な地形及び地質、重要な動物種、重要な植物種及び群落 

それぞれ学術上又は希少性の観点からの重要なものをいう。（出典 2） 

 

振動 

環境基本法（1993）で定義されている典型七公害の一つであり、発生源としては工場・事

業場、建設作業、道路交通等が挙げられる。（出典 4） 

 

水質汚濁に係る環境基準 

環境基本法の規定に基づき公共用水域の水質について維持されることが望ましい環境上の

条件を定めたもの。人の健康の保護に関する環境基準と生活環境の保全に関する基準とに分

かれる。基準の設定された各項目はそれぞれ測定方法が指定されている。（出典 3） 

 

水素イオン濃度（pH） 

水溶液の酸性、アルカリ性の度合いを表す指標。一般に「水素イオン濃度」といわれるこ

ともあるが、正確には、水素イオン濃度の逆数の常用対数を示す値。pH試験紙や pH計など

で簡易に測定できる。pHが 7のときに中性、7を超えるとアルカリ性、7未満では酸性を示

す。 

河川水は通常 pH6.5～8.5を示すが、河口での海水の混入や、石灰岩地帯や田畑など流域の

地質、生活排水、工場排水などの人為汚染、夏期における植物プランクトンの光合成等の要

因により酸性にもアルカリ性にもシフトする。河川における pH の環境基準は類型別に定め

られており「6.5（あるいは 6.0）～8.5」を地域の状況によりあてはめる（類型あてはめ）。

ただし、pH 値は厳密には温度によって変化するので、測定時の水温も付記する必要がある。

（出典 4） 

 

  



生活環境の保全に関する環境基準（水質に係る） 

水質汚濁に係る環境基準で、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準とし

て設定された項目をいう。pH、BOD、COD、SS、DO、大腸菌群数、ノルマヘキサン抽出

物質（油分など）、全窒素、全燐の 9項目（生活環境項目）について環境基準が設定されてい

る。生活環境項目の基準値は、河川、湖沼、海域の各公共用水域について、水道、水産、工

業用水、農業用水、水浴などの利用目的に応じて設けられたいくつかの水域類型ごとに、該

当する水域名を指定することにより設定される。全窒素及び全燐の基準は、植物性プランク

トンの著しい増殖のおそれのある海域及び湖沼について水域類型を指定して適用される。（出

典 3） 

 

生活排水 

水質汚濁防止法（1970）によれば、「炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排

出される水（排出水を除く。）」と定義されている。 

生活排水の中でし尿を除いたものを生活雑排水という。排水中の窒素やリンによる富栄養

化など水質汚濁の原因の中で生活排水の寄与が大きくなり、生活雑排水を未処理で放流する

単独処理浄化槽に替わって、下水処理施設の完備や合併浄化槽の普及が望まれている。又、

生活者としても日常生活の中で、食品や油をそのまま排水口に流さない、洗濯はできるだけ

まとめて行い、石鹸をむだづかいしないといった配慮が必要とされている。（出典 4） 

 

生態系 

自然界に存在するすべての種は、各々が独立して存在しているのではなく、食うもの食わ

れるものとして食物連鎖に組み込まれ、相互に影響しあって自然界のバランスを維持してい

る。これらの種に加えて、それを支配している気象、土壌、地形などの環境も含めて生態系

と呼ぶ。互いに関連をもちながら安定が保たれている生物界のバランスは、ひとつが乱れる

とその影響が全体に及ぶだけでなく、場合によっては回復不能なほどの打撃を受けることも

ある。（出典 3） 

 

生物化学的酸素要求量（BOD） 

溶存酸素の存在下で、水中の有機物質などが生物化学的に酸化・分解される際に消費され

る酸素量のことで、数値が大きくなるほど汚濁していることを示す。河川の水質汚濁の一般

指標として用いられる。これらは BOD が自然界での酸素要求量が大きい有機物質量の指標

となる点で汚濁の状況を明確に表していると考えられることによる。（出典 3） 

 

騒音 

騒音は環境基本法（1993）で定義されている典型七公害の一つで、地域住民からの苦情件

数が多い公害である。騒音の発生源としては、工場・事業場、建設作業、自動車、航空機、

鉄道などがある。（出典 4） 

 

 



 た行あ 

ダイオキシン類 

有機塩素化合物の一種であるポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDD）を略して、「ダ

イオキシン」と呼ぶ。ときに「ダイオキシン類」という表記がされる。これは、塩素含有物

質等が燃焼する際に発生する、狭義のダイオキシンとよく似た毒性を有する物質をまとめて

表現するもの。ダイオキシン類対策特別措置法（1999）では、PCDD、ポリ塩化ジベンゾフ

ラン（PCDF）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（Co-PCB）をあわせて「ダイオキシン類」

と定義。いずれも平面構造を持つ芳香族有機塩素化合物で、置換した塩素の数や位置により

多数の構造異性体が存在する。（出典 4） 

 

短期的評価 

大気汚染の予測を行うに当たって、大気汚染物質の短期間の高濃度状態についても予測を

行う必要がある場合、1 時間値等について予測及び評価を行う場合、これを短期的評価と呼

ぶ。又、同時に、年間の平均値に対しても評価を行う場合、これを短期的評価と区別して長

期的評価と呼ぶ。（出典 3） 

 

窒素酸化物（NOx） 

窒素酸化物は、空気中で石油や石炭等の物の燃焼、合成、分解等の処理を行うとその過程

で必ず発生するもので、燃焼温度が高温になるほど多量に発生する。その代表的な物は一酸

化窒素（NO）と二酸化窒素（NO2）であり、発生源で発生する窒素酸化物は 90％が NO で

ある。窒素酸化物は、高温燃焼の過程でまず NO の形で生成され、これが大気中に放出され

た後、酸素と結びついてNO2となる。この反応はすぐに起こるものではないことから、大気

中ではその混合物として存在している。発生源としては、ばい煙発生施設等の固定発生源と、

自動車等の移動発生源がある。 

窒素酸化物は人の健康に影響を与える。又、窒素酸化物は紫外線により炭化水素と光化学

反応を起こし、オゾンなど光化学オキシダントを生成する。二酸化窒素は水に難溶性のため

呼吸時に深部の肺胞に達し、呼吸器系炎症を起こす。（出典 3） 

 

中間処理 

収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不燃ごみの破砕、選別などにより、できるだけご

みの体積と重量を減らし、最終処分場に埋立て後も環境に悪影響を与えないように処理する

こと。さらに、鉄やアルミ、ガラスなど再資源として利用できるものを選別回収し、有効利

用する役割もある。（出典 6） 

 

注目すべき生息地 

学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理

由により注目すべき生息地をいう。（出典 2） 

 

  



長期的評価 

大気汚染に係る環境基準の適否の評価方法。二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、及び一酸化炭

素については年間にわたる日平均値の 2％除外値を、二酸化窒素については年間にわたる日

平均値の 98％値を用いて評価を行う。（出典 3） 

 

鳥獣保護区 

鳥獣の保護繁殖を図ることを目的として、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥

獣保護法）」（2002）に基づいて環境大臣又は都道府県知事が指定する区域のこと。鳥獣保護

区の存続期間は 20年以内と定められている。 

鳥獣保護区の区域内では、鳥獣の捕獲（狩猟）が禁止されている。多様な鳥獣の生息環境

を保全するために、管理及び整備を行う。地権者には鳥獣保護施設が設置されることについ

ての受認義務が生ずる。この区域内で特別に鳥獣の保護繁殖を図ることが必要な場合、環境

大臣又は都道府県知事は区域内に特別保護地区を指定することができる。特別保護地区では、

一定の開発行為について許可が必要となる。又、特別保護地区内では、レクリエーション目

的の人の立ち入り、自動車やバイクなどの乗り入れが規制される特別保護指定区域を指定す

ることができる。（出典 4） 

 

等価騒音レベル（LAeq） 

変動騒音の表し方の一種。騒音レベルが時間と共に変化する場合、測定時間内でこれと等

しい平均二乗音圧を与える連続定常音の騒音レベル。ある時間内で観測された全ての測定値

のパワー平均値と考えてよい。（出典 3） 

 

道路交通振動 

道路を自動車が通行することに伴い発生する振動。振動レベルの代表値（道路交通振動に

関わる要請限度との比較値）は L10（80％レベルの上端値）を用いる。（出典 3） 

 

特定建設作業 

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であって、騒

音規制法（1968）または振動規制法（1976）に定められたものをいう。騒音規制法では 5項

目、振動規制法では 4 項目の作業が定められており、それらの作業は、騒音規制法または振

動規制法の規制を受ける。騒音又は振動レベル規制の場合、それぞれに敷地境界で、騒音レ

ベルは 85dB、振動レベルは 75dB 以下となっている。レベルの規制以外に 1 日の作業時間、

連続しての作業日数、届け出などの定めがある。（出典 3） 

 

特定事業場 

水質汚濁防止法（1970）の規制対象となる事業場で、同法に定める特定施設を設置する工

場・事業所をいう。これには普通の工場のほかに、一定規模以上の病院、旅館などが含まれ

るので非常に種類と数が多い。特定事業場からの排水は公共用水域への排出口水質で排水基

準の規制を受ける。（特定施設からの排出以外の排出も含めて規制される。）（出典 3） 



 

都市計画決定権者 

当該都市計画の決定または変更をするものをいう。（出典 1） 

 

土壌汚染 

人の事業活動その他の活動に伴い、土壌中に有害物質が残留、蓄積することにより、土壌

が有する水質を浄化し地下水を涵養する機能や食料を生産する機能を阻害することを土壌の

汚染という。土壌の汚染にかかる環境基準は、カドミウム、トリクロロエチレン等 25項目が

定められている。法的には汚染物質として土壌からの除去が困難で土壌中に残留する金属元

素や難分解性の有機物が指定され、可溶性塩類の集積などは通常土壌汚染に含めない。農用

地の土壌の汚染防止等に関する法律では、特定有害物質としてカドミウム、銅、砒素の三つ

を指定する。大気汚染物質の降下、肥料、農薬の散布、工場排水の流入などが汚染の原因と

なるが、水田かんがいの多い日本ではかんがい水を通じての汚染例が多い。（出典 3） 

 

 

 な行あ 

75％値 

公共用水域の平均的な水質を維持する方法として、一般的に年平均値が用いられるが、

BOD等生活環境項目の環境基準に対する適合性の判断基準として、低水流量に相当する水質

である 75％水質値が用いられている。これは年間を通じて 3/4（75％）はその値を超えない

水質を示すものであり、年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ、

0.75×n番目（nは日間平均値の全データ数）のデータ値をもって 75％水質値とする。（0.75

×nが整数で無い場合は、端数を切り上げた整数番目の値をとる。）逆に全データをその値の

大きいものから順番に並べた時は n/4＋1（端数は切り捨て）番目のデータ値が 75％水質値と

なる。（出典 3） 

 

二酸化硫黄（SO2） 

腐敗した卵に似た刺激臭のある無色の気体。不純物として石灰中に最大で 2.5％程度、原油

中に最大で 3％程度含まれる硫黄の酸化によって、石炭や石油などの化石燃料の燃焼時に発

生する。また鉄鉱石、銅鉱石にも硫黄が含まれるため、製鉄、銅精錬工程からも排出される。

主要大気汚染物質の一つとして、また窒素酸化物とともに酸性雨の原因物質として知られる。 

二酸化硫黄は呼吸器を刺激し、せき、ぜんそく、気管支炎などの障害を引き起こす。代表

的な例として、1961 年頃より発生した四日市ぜんそくが挙げられる。1960～70 年代に高濃

度の汚染を日本各地に引き起こしたが、対策が進められた結果、現在は汚染が改善されてい

る。二酸化硫黄の環境基準は 1 時間値の 1 日平均が 0.04ppm 以下であり、かつ 1 時間値が

0.1ppm以下であることとされている。（出典 4） 

  



 

二酸化窒素（NO2） 

窒素の酸化物で赤褐色の気体。分子量 46.01、融点-9.3℃、沸点 21.3℃。発生源はボイラー

などの『固定発生源』や自動車などの『移動発生源』のような燃焼過程、硝酸製造等の工程

などがある。燃焼過程からほとんどが一酸化窒素として排出され、大気中で二酸化窒素に酸

化される。代表的な『大気汚染物質』である。 

人の健康被害については、二酸化窒素濃度とせき・たんの有症率との関連や、高濃度では

急性呼吸器疾羅漢率の増加などが知られている。このため二酸化窒素の環境基準は「1 日平

均値が 0.04～0.06ppmの範囲内またはそれ以下であること、またゾーン内にある地域につい

ては原則として現状程度の水準を維持しまたはこれを大きく上回らないこと」としている。

（出典 4） 

 

日平均値の年間 98％値 

環境基準による二酸化窒素の評価を判断する際に、年間にわたる 1 日平均値のうち、低い

方から 98％に相当するもの（365日の測定値がある場合は高い方から 8日目の測定値）で評

価を行う。（出典 3） 

 

 

 は行あ 

ばい煙 

一般的には、燃料の燃焼などによって発生し、排出される「すす」と「煙」という意味合

いであるが、大気汚染防止法（1968）では「硫黄酸化物」、「ばいじん」、「有害物質」と定義

している。 

同法による規制対象物質で、排出基準（一般排出基準、特別排出基準、都道府県の上乗せ

基準）、総量規制基準、燃料使用基準が設けられており、それらを排出する施設が指定され、

規制されている。又、「有害物質」については、燃焼のみに限らず広く有害物質を発生する工

程を含む施設が規制されている。（出典 4） 

 

廃棄物 

廃棄物とは占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないため不要に

なった物をいい、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く固形状から液体に至るすべてのもの

が含まれる。排水は原則として含まれない。さらに、その排出状況等から産業廃棄物と一般

廃棄物に分けられる。（出典 3） 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

廃掃法とも略称する。廃棄物の排出抑制、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分な

どを行い、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする法律。（1970 年制定）

（出典 3） 

 



 

排出基準 

大気汚染防止法（1968）において工場などに設置されるばい煙発生施設で発生し、排出口

から大気中に排出されるばい煙の量を許容限度という。現在排出基準の設定されている大気

汚染物質として硫黄酸化物、ばいじん及び政令で指定されている有害物質（窒素酸化物、カ

ドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素並びに

鉛及びその化合物）がある。（出典 3） 

 

排水基準 

汚水などを排出する施設として政令で定められている特定施設を設置する工場・事業所が、

公共用水域に排出する場合、その排水が規制の対象となる。基準値は、健康項目については

環境基準の 10倍の値、生活環境項目については家庭汚水の簡易処理により得られる値と同程

度に定められている。排水基準には国が定めた基準（一律基準）と、都道府県がその地域の

実態に応じて条例で定めたより厳しい基準（上乗せ基準）とがあり、基準違反に対しては処

罰が課せられる。（出典 3） 

 

パフ式（無風時、弱風時） 

大気汚染の拡散モデルの一つ。煙源から瞬間的に排出された大気汚染物質の塊をパフとい

う。時間とともに移送・拡散の状況を予測するモデル。移送・拡散の場を非定常と考え、あ

る時刻の濃度分布とパフの排出量を初期条件として、次の時刻での移送・拡散を逐次計算方

式で求める。気象条件の時間的、空間的変化に近似的に対応が可能。非定常、非均質の場に

適用できる。（出典 3） 

 

微小粒子状物質（PM2.5） 

大気中に浮遊している 2.5μm（1μmは 1mm の千分の 1）以下の小さな粒子のことで、従

来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質（SPM：10μm 以下の粒子）より

も小さな粒子である。PM2.5は非常に小さいため（髪の毛の太さの 1/30程度）、肺の奥深く

まで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されている。 

粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物（SOx）、窒素

酸化物（NOx）、揮発性有機化合物（VOC）等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気

中での化学反応により粒子化したものとがある。発生源としては、ボイラー、焼却炉などの

ばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船

舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもある。

これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や

自動車排出ガス規制などにより、SPM と PM2.5 の年間の平均的な濃度は減少傾向にある。

（出典 5） 

  



 

人の健康の保護に関する環境基準 

水質汚濁に係る環境基準で、人の健康を維持することが望ましい基準として設定された項

目をいう。人の健康を保護するために、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、ヒ

素、総水銀、アルキル水銀、PCB等の 23項目（健康項目）について基準が設定されている。

これらの基準値はすべての公共用水域において一律であり、おおむね水道水の水質基準値と

同じであるが、総水銀、アルキル水銀、PCBについては、魚介類の生物濃縮を通じ、食品と

して人体に取り入れられる危険性が大きいことから、これを考慮した値となっている。又、

健康項目に挙げられた物質は、有害物質とも呼ばれている。（出典 3） 

 

浮遊物質（SS） 

水中に浮遊している物質のことで、日本工業規格（JIS）では懸濁物質という。測定方法は

一定量の水をろ紙でこし、乾燥してその重量をはかる。数値（mg/L）が大きいほど濁りの度

合いが大きいことを示す。（出典 3） 

 

浮遊粒子状物質（SPM） 

大気汚染にかかる環境基準で、「大気中に浮遊する粒子状物質で粒径が 10μm以下のもの」

と定義される。この粒径のものは大型のものに比べ気管に入りやすく、呼吸可能粒子

（respirable particle）と呼ばれ、健康への影響が大きい。燃料や廃棄物の燃焼によって発生

したものや、砂じん、森林火災の煙、火山灰などがある。アメリカの大気清掃法で”PM10”

と称するものとほぼ同一定義である。（出典 3） 

 

プルーム式（有風時） 

大気の拡散予測式の一つ。移送・拡散の現象を煙流（プルーム）で表現する。風、拡散係

数、排出量等を一定とした時の濃度分布の定常解を求める。正規型と非正規型の式がある。

計算が比較的容易で、長期平均濃度の推定に適している。定常の場で、濃度の空間分布を求

めるのに適している。（出典 3） 

 

粉じん等 

粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。 

（出典 2） 

 

保安林 

水源の涵養や土砂の流出防止、保健・風致等の目的を達成するため森林法第 25条に基づい

て、農林水産大臣または知事が指定し、森林の施業や転用に一定の制限が課せられている森

林。保安林には、水源涵養保安林や土砂流出防備保安林など 17種類がある。（出典 3） 

 

 

 



 

 ま行あ 

マテリアルリサイクル 

マテリアルリサイクル：廃棄物等を原材料として再利用することを再生利用といい、再生

利用のうち、廃棄物等を製品の材料としてそのまま利用することをいう。（出典 6） 

 

 

 や行あ 

要請限度（自動車騒音に係る） 

騒音規制法（1968）においては、市町村長は指定地域内における自動車騒音を低減するた

めに、測定に基づき、道路管理者などに意見を述べ、都道府県公安委員会に対して対策を講

じるよう要請することができるとしている。この判断基準となる値を要請限度と呼ぶ。（出典

3） 

 

要請限度（道路交通振動に係る） 

振動規制法（1976）においては、市町村長は指定地域内における道路交通振動を低減する

ために、測定に基づき、道路管理者などに意見を述べ、都道府県公安委員会に対して対策を

講じるよう要請することができるとしている。この判断基準となる値を要請限度と呼ぶ。（出

典 3） 

 

溶存酸素量（DO） 

水中に溶けている酸素を示す。溶存酸素量は汚染度の高い水中では、消費される酸素の量

が多いため少なくなる。又、水温が高いほど、気圧が低いほど、又、塩分濃度が高いほど濃

度は低くなる。1気圧、20℃での純水の溶存酸素量は約 9mg/Lである。きれいな水ほど酸素

は多く含まれる。藻類が著しく繁殖するときには炭酸同化作用が活発になって過飽和となる。

溶存酸素が不足すると魚介類の生存を脅かすほか、水が嫌気性となって硫化水素やメタン等

が発生し、悪臭の原因となる。（出典 3） 

 

 

 ら行あ 

流量 

管路内または開水路などを流体（気体または液体）が単位時間に流れる量。（出典 3） 

 

類型指定 

水質汚濁の生活環境項目及び騒音の環境基準については、全国一律の環境基準値を設定し

ていない。国において類型別に基準値が示され、これに基づき都道府県が河川等の状況や、

騒音に関係する地域の土地利用状況や時間帯等に応じてあてはめ、指定していく方式となっ

ている。これを、「類型指定」という。（出典 4） 

 


